
 

令和７年２月４日 

教育委員会事務局 

 

学校・教育委員会が実践する教育の質を高める 

働き方改革推進プラン（案）について 

 

１ 主旨 

学校現場において教員不足が続く中、授業だけでなく、その準備や様々な校務、さらには

保護者への対応など教員が関わる業務は多岐に渡ることから、正規の勤務時間を超えて勤務

することが常態化しており、これまでの取組みも踏まえ、更にこうした状況を改善していく

ことが求められている。教員の採用倍率も低くなっている中、次の世代を担う子どもたちの

教育の充実を図るには、このような環境を変革させ、学校現場をより働きやすい環境にして

いくことで、教育現場を担う若者たちへ教員という職の魅力や働きがいを訴求する新たな環

境づくりを実現するとともに、ひいては、それが教育の質の向上及び持続可能な学校運営に

つながるようにしていく必要がある。 

こうした状況を受け、教育委員会として「学校・教育委員会が実践する教育の質を高める

働き方改革推進プラン」を策定し、教員がその専門性を十分に発揮し、授業準備や子どもと

向き合うための時間を確保できるようにするため、学校・教育委員会双方で具体的な取組み

を定めることとした。 

 この度、プランの案を取りまとめたので報告する。 

 

２ プラン案 

 別紙「学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン（案）」の 

とおり 

（１） 教員の働き方の背景 

（２） プランの策定 

（３） プラン策定の基本的な考え方 

（４） 緊急対策プラン 

（５） 基本的な考え方に基づく取組み 

（６） プランの目標 

（７） プランの推進体制 

 

３ 今後のスケジュール 

令和７年 ３月 プラン策定 
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１ 教員の働き方の背景
（１）国・東京都の動向

 平成29年度の勤務実態調査を起点に、学校における働き方改革について様々な取組が進められて
きたが、令和4年度の同調査で改めて課題が明らかになったことを受け、令和6年度に中央教育審議
会・文部科学省・東京都それぞれから、改めて学校における働き方改革に係る方針が打ち出された。

文部科学省「公立学
校の教師の勤務時間
の上限に関するガイ
ドライン」策定

「学校における働き
方改革に関する取組
の徹底について（通
知）」（平成３１年
３月１８日付通知）

各教育委員会及び各学校等において、
様々な取組みを推進

東京都「学校における働
き方改革推進プラン」
（平成３０年２月策定）

勤務実態調査によ
り、時間外勤務が
小学校で月約59時
間、中学校で月約
81時間程度と、教
員の厳しい勤務実
態が明らかに

教員勤務実態調査により、
働き方改革の取組みの進
捗が見られる一方で、依
然として時間外在校等時
間が長い教員も多いとい
う実態・全国的な教員不
足やメンタルヘルス対策
が喫緊の課題であること
が明らかに

H31(2019)H29(2017) R4(2022)

H30(2018)

国
の
動
向

都
内
の
動
向

中央教育審議会「「令和の日本型学
校教育」を担う質の高い教師の確保
のための環境整備に関する総合的な
方策について（ 答申）」
（令和６年８月取りまとめ）

文部科学省「「令和の日本型学校教
育」を担う質の高い教師の確保のた
めの環境整備に関する総合的な方策
について（答申）」を踏まえた取組
の徹底等について（通知）」
（令和６年９月通知）

R6(2024)

東京都「学校における働き方改革の推進
に向けた実行プログラム」
（令和６年３月策定）

R6(2024)
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5

１ 教員の働き方の背景
（１）国・東京都の動向

 令和6年度に打ち出された中央教育審議会・文部科学省・東京都の方針におけるポイントは
以下の通り。

中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な
方策について（ 答申）（令和６年８月）

• 教員を取り巻く環境整備の最終的な目的を、学校教育の質の向上を通した、「全ての子供たちへのより
よい教育の実現」と位置付けている。その上で、①学校における働き方改革の更なる加速化、②教師の
処遇改善、③学校の指導・運営体制の充実を一体的・総合的に推進する必要があることが提言されてお
り、それぞれについて、国、教育委員会、学校等の各主体が取り組むべき方策が具体的に示された。

• また、教員を取り巻く環境整備に向けて、① 国、都道府県、市町村、各学校など、それぞれの主体が自
分事としてその権限と責任に基づき主体的に取り組むこと② 保護者や地域住民、企業など、社会全体が
一丸となって上記の課題に対応していくことが極めて重要であると示された。

文部科学省「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策
について（答申）」を踏まえた取組の徹底等について（通知）（令和６年９月通知）

• 「ただちに各教育委員会及び各学校等において取り組むことが可能であり、かつ改めて取組の徹底が必
要な方策等」について、学校や地域、教職員や児童生徒等の実情を踏まえた取組みの推進が求められて
いる。

東京都「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」（令和６年３月）

• 東京都教育委員会は、教員が健康で生き生きと子供たちと向き合うことができるよう、令和８年度まで
を期間とし、９つの成果指標及び目標値を設定して、集中的に取り組んでいくこととした。

国
の
方
針

都
の
方
針
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１ 教員の働き方の背景
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（２）世田谷区の状況

①学校現場の状況

〇教員採用候補者選考の状況

 受験者数については、小学校は一貫して減少傾向にある。
中学校は令和６年度は若干持ち直したものの、依然として少ない状況にある。

 受験倍率については小・中学校ともに２年連続で減少傾向にあり、特に小学校の
倍率の低さが深刻な状況となっている。
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※倍率は「受験者数/名簿登載者数」
出典：東京都教育委員会ホームページ「東京都の教育行政基礎データ」より
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１ 教員の働き方の背景
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（２）世田谷区の状況

①学校現場の状況

〇教員定数と新規採用教員数の推移

 教員定数は小学校の３５人学級の拡大等により増加傾向にある。
採用教員数は直近２年間は増加傾向にある。

 教員定数に対する「直近６年間における新規採用教員数の割合」は全体で34.5%

（令和６年度）となっており、教員の若年化の傾向がうかがえる。

教員定数に対する「直近６年間において

新規に採用した教員の合計数」の割合

区全体 34.5%(D/A)

小学校 32.4%(E/B)

中学校 40.1%(F/C)

①教員定数の推移

平成31年度 令和2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

区全体 2,227 2,307 2,349 2,360 2,399 2,425 A

小学校 1,609 1,671 1,703 1,699 1,726 1,759 B

中学校 618 636 646 661 673 666 C

※校長、副校長、養護、栄養教諭を除く

②新規採用教員数の推移

平成31年度 令和2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 6年間合計

区全体 155 171 134 91 115 171 837 D

小学校 117 109 89 61 70 124 570 E

中学校 38 62 45 30 45 47 267 F

8 



１ 教員の働き方の背景
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（２）世田谷区の状況

①学校現場の状況

〇教員の欠員状況とその対応について

 小学校では直近２年間は欠員数が増加傾向にある。

 欠員が生じた場合、専科教員を担任に変更することで対応するケースが最も多い。
専科がなくなることで、一人の週当たりの担当教科数、持ち授業数は増加し、授
業準備の労力も増加する。

 また、手が空いている教員がいないため、子どもの病気等、やむを得ない休みも
取りづらい雰囲気になっているという報告もある。

③小学校の教員定数と欠員数 ④中学校の教員定数と欠員数

年度 令和3年度 4年度 5年度 6年度 年度 令和3年度 4年度 5年度 6年度

教員定数 1,703 1,699 1,726 1,759 教員定数 646 661 673 666

欠員数 2 4 11 13 欠員数 1 3 4 2

※③④いずれも教員定数は校長、副校長、養護、栄養教諭を除く。欠員数は各年度４月時点（R6は5/21時点）。

9 



１ 教員の働き方の背景

9

（２）世田谷区の状況

①学校現場の状況

 病気休暇取得者数と退職者数の合計は過去３年間の平均で90名を超えている。

 また、産前産後休業・育児休業取得者数が教員の若年化に伴い増加する一方
で、東京都の代替制度では多くの学校において代替教員が見つからず、困難
な状況にある。

 こうした欠員分は他の教員が追加で授業を担当する対応をとり、日々の学校
運営を行っている。場合によっては校長・副校長が日常的に授業を受け持ち、
学校経営に影響が出ているケースも見られる。

（参考）病気休暇取得者・退職者数（定年・勧奨退職を除く）の状況

令和3年度 令和4年度 令和5年度

区全体 36 31 38

小学校 30 24 31

中学校 6 7 7

区全体 65 44 70

小学校 50 33 51

中学校 15 11 19

病気休暇取得者

退職者

10 



１ 教員の働き方の背景
（２）世田谷区の状況

①学校現場の状況

 令和５年度世田谷区立小・中学校の教育職員に係る時間外在校等時間の状況

10

 令和４年度と比較すると、
「一月あたりの時間外在校等
時間の平均時間」は小・中学
校ともに校長・教諭等は減少
（改善）しているものの、小
学校の副校長は増加（悪化）
している。

 また、「年間360時間以内の
教員の割合」について、小学
校は全体的には増加（改善）
しているが、副校長は減少
（悪化）している。
中学校では全体的にわずかな
減少（悪化）傾向にある。

 全体の傾向としては、依然と
して教員の負担軽減や働き方
改革に引き続き取り組む必要
がある状況となっている。

学校種 職
一月当たり
平均時間

一月当たり時間外在校等時間の状況

年間360時間以内
の教員の割合45時間以内の

教員の割合

45時間を超え
80時間以内の
教員の割合

80時間を超える
教員の割合

小学校

全体
40時間07分 59.2% 35.4% 5.4% 30.7%

△1時間24分 +2.6ポイント △0.6ポイント △2.0ポイント +2.4ポイント

校長
35時間03分 74.4% 23.4% 2.2% 37.7%

△43分 +0.6ポイント +0.6ポイント △1.2ポイント +6.6ポイント

副校長
60時間52分 27.2% 49.1% 23.7% 2.9%

+1時間09分 △1.2ポイント △0.1ポイント +1.3ポイント △4.7ポイント

教諭等
39時間28分 59.9% 35.3% 4.8% 31.6%

△1時間34分 +2.8ポイント △0.7ポイント △2.1ポイント +2.6ポイント

中学校

全体
45時間28分 52.5% 36.0% 11.5% 25.5%

△26分 +0.6ポイント +0.3ポイント △0.9ポイント △0.9ポイント

校長
30時間58分 84.8% 14.9% 0.3% 48.3%

△12分 +4.9ポイント △4.3ポイント △0.6ポイント ±0ポイント

副校長
58時間25分 30.6% 48.6% 20.8% 6.7%

△30分 △2.2ポイント +1.1ポイント +1.1ポイント ±0ポイント

教諭等
45時間30分 52.1% 36.3% 11.6% 25.3%

△27分 +0.5ポイント +0.5ポイント △1.0ポイント △1.0ポイント ※下段は令和４年度との比較

（参考）
「時間外在校等時間」の上限（世田谷区立学校管理運営規則 第３９条関係）
         一月当たり４５時間以内、年間３６０時間以内とする。

悪化傾向

悪化傾向

11 



１ 教員の働き方の背景
（２）世田谷区の状況

②教員アンケートの実施

 令和５年１２月から令和６年１月にかけて区立小・中学校の教員を対象に、働き方や
意識等を把握する「学校の働き方改革に関する教員アンケート」を実施し、現状把握を
行った。

①調査対象
小・中学校の校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭、主幹養護教諭、
主任養護教諭、養護教諭、栄養教諭（再任用フルタイム勤務を含む。）約２，４００人

②回答期間 令和５年１２月２２日(金)～令和６年１月１２日(金)

③実施方法 アンケートフォームによる無記名式で実施

④主なアンケート項目
・属性に関する質問
・これまでの働き方改革に関する教育委員会の取組についての質問
・令和５年１月～１２月までの１年間の勤務状況についての質問
・勤務上の悩みについての質問
・学校の働き方改革に関する質問

⑤回答総数 １，５６８件（回答率６５．４％）

11
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１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：勤務上の悩みについて

〇児童生徒や保護者対応について

15.6%
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17.9%
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14.6%
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13.3%
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5.2%

13.0%

4.8%

1.3%

1.8%

0.7%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保護者対応に自信が持てない

学習した内容が定着していない児童生徒が多い

児童生徒間の学力差が大きく授業がしにくい

支援が必要な児童生徒への対応が難しい

児童生徒の悩みや相談に対応する時間が十分に取れない

【小学校】

13.7%

31.3%

31.1%

53.5%

32.2%

26.1%

37.0%

35.2%

32.6%

40.0%

25.7%

20.4%

19.1%

7.4%

15.0%

28.0%

10.0%

11.7%

5.2%

10.7%

6.5%

1.3%

2.8%

1.3%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保護者対応に自信が持てない

学習した内容が定着していない児童生徒が多い

児童生徒間の学力差が大きく授業がしにくい

支援が必要な児童生徒への対応が難しい

児童生徒の悩みや相談に対応する時間が十分に取れない

【中学校】

とてもそう思う どちらかといえば、そう思う どちらとも言えない あまり、そう思わない そう思わない

 小・中ともに支援が必要な児童・生徒への対応や、児童・生徒に向き合う
時間の確保に悩んでいる教員が多くなっている。

12
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１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：勤務上の悩みについて
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弁護士や産業医等の専門家に相談したいと思うことがある。

児童生徒自らがタブレットを活用する授業を行うことが難しい。

児童生徒への指導と直接関係ないと思われる事務処理が多い。

授業や指導に追われ、自らを見つめ直す時間が十分に取れない。

授業準備や教材研究の時間が十分に取れない。

【小学校】
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52.4%

15.4%

24.6%

31.5%

27.0%

27.4%

19.6%

22.0%

8.7%

11.1%

12.4%

25.7%

29.1%

4.1%

5.9%

5.0%

30.0%

15.2%

1.1%

2.4%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

弁護士や産業医等の専門家に相談したいと思うことがある。

児童生徒自らがタブレットを活用する授業を行うことが難しい。

児童生徒への指導と直接関係ないと思われる事務処理が多い。

授業や指導に追われ、自らを見つめ直す時間が十分に取れない。

授業準備や教材研究の時間が十分に取れない。

【中学校】

とてもそう思う どちらかといえば、そう思う どちらとも言えない あまり、そう思わない そう思わない

〇授業や指導について

 小・中ともに事務処理等が多く、授業準備や教材研究、自らを高めるための
時間を確保できていない教員が多くなっている。

13

14 



１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：勤務上の悩みについて

〇週休日又は休日に出勤した日数について

 中学校では19日以上出勤した教員（管理職以外）が半数を超えており、
特に負担が大きくなっている。

4.8%

4.1%

7.2%

15.1%

7.1%

8.2%

7.9%

22.5%

26.2%

29.6%

13.4%

27.3%

28.6%

19.4%

10.8%

15.1%

11.9%

12.2%

7.2%

5.9%

21.4%

26.5%

53.6%

14.0%

中・管理職

小・管理職

中・管理職以外

小・管理職以外

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0日 1日～3日 4日～8日 9日～13日 14日～18日 19日以上 14
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１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：勤務上の悩みについて

〇週休日又は休日に出勤して従事した業務について

 中学校では部活動の指導を行った教員が多く、その他、小・中ともに成績処理や授業
準備・教材研究、テスト作成・採点等の本来事務に加え、校務分掌が行われている。
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〇多忙感や負担感について

23.8%

32.7%

57.9%

56.3%

47.6%

45.9%

32.5%

33.9%

21.4%

18.4%

8.6%

8.4%

7.1%

3.1%

1.0%

1.4%

中・管理職

小・管理職

中・管理職以外

小・管理職以外

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも感じている どちらかといえば感じている あまり感じていない 感じていない

「多忙感」や「負担感」を感じる主な業務

１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：勤務上の悩みについて

 日頃の業務において「いつも多忙感や負担
感を感じている」管理職とそれ以外の教員
の割合に差異が生じており、感じ方に違い
があることが分かった（下図参照）。

 多忙感や負担感の内訳として、「成績処理
（通知表、調査書等）」、「保護者対応」、
「学校行事の準備」、「校務分掌や学年の
事務」などの業務を回答している教員が多
い（右図参照）。

日頃感じる「多忙感」や「負担感」について

小学校 中学校

成績処理（通知表、調査書等） 51.4% 部活動指導 45.7%

学校行事の準備 42.0% 保護者対応 36.1%

保護者対応 41.8% 学校行事の準備 35.7%

校務分掌や学年の事務 38.4% 校務分掌や学年の事務 34.1%

授業準備・教材研究 30.1% テストの作成・採点 33.7%

研修・校内研究 27.3% 授業準備・教材研究 31.1%

教育委員会からの調査、アンケート 23.1% 成績処理（通知表、調査書等） 31.1%

私費会計・学校徴収金事務 22.6% 教育委員会からの調査・アンケート 26.5%

授業・学級経営 22.4% 授業・学級経営 23.3%

学校行事 19.3% 私費会計・学校徴収金業務 21.3%

テストの作成・採点 13.6% 児童生徒の生活指導 17.2%

児童生徒の生活指導 13.5% 学校行事 16.1%

世小研・世中研の業務 11.8% 研修・校内研究 13.0%

他の教員の支援・人材育成 10.7% ICT関連の業務 12.0%

ICT関連の業務 8.8% 世小研・世中研の業務 10.9%

学校管理・教員指導 7.1% 学校管理・教員指導 6.3%

登下校の指導 5.6% 他の教員の支援・人材育成 5.7%

地域との打合せ 4.7% 地域との打合せ 4.6%

PTAとの打合せ 2.6% PTAとの打合せ 2.6%

その他 0.5% 登下校の指導 1.7%

部活動指導 － その他 0.4%
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１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：自由意見

注：1人で複数意見を記載している場合は該当項目に複数計上しているため、総計は全体数に一致しない。

 自由意見欄に記載された意見を大まかに分類すると以下の通りとなった（合計634件）。
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〇人員体制強化に関する意見

 子どもと向き合う時間や授業準備の時間確保のための人員体制強化や、それに
伴う事務のサポートを求める意見などが多く見られた。

✓ 代替が見つからないなどで、欠員を抱えている学校が多く、どこの学校も疲弊
しているように思います。本来、最も大切にすべき、子どもとじっくり向き合
う時間、授業の充実に時間を割けない今の状況は危機的で、このままでは学校
はどうなってしまうのだろうと不安が大きくなるばかりです。

✓ 教員の数を増やすことと、教員でなくてもできる仕事は他の人にやってもらう
（教員の仕事を減らす）ことができなければ、働き方改革はなかなか進まない。
スクールサポートスタッフの方はよくやってくれてありがたい。学納金関係、
出張旅費関係の事務的なことは教員でなくてもできる。

✓ 働き方改革において、人を増やすのはありがたいが、その任用や諸々の事務手
続きが増えることは、更に副校長業務を圧迫します。そういったことも含めて、
基本的に副校長へのサポートが足りていないと感じています。副校長業務支援
員はすぐにでもつけるべきだと思います。

✓ 学級数の少ない学校は、教員が少ない。でも、業務は変わらないので、1人が
受け持つ担当者業務が増える。教員数が増えないと勤務時間は超過する。支援
員が増えても、できる業務が限られるので教員数を増やして欲しい。

１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：自由意見（※一部抜粋）

18

19 



〇校務の見直し、勤務時間・業務量に関する意見

 学校徴収金などの事務を教員の担当から外すことを求める意見や、会議や行事等の
実施方法の工夫により負担軽減を求める意見などが多く見られた。

✓ 教員が、授業や生徒対応といった、本来すべきことに注力できる環境にして欲しい
です。基本的に、私たちがやるべきでない仕事が多すぎます。

✓ 教員は児童生徒に直接関係があるものに携わり、会計や学籍関係（転出入、教科書
事務）、給食の食数などは他の方にやっていただくなどした方が良い。

✓ 給食事務、教材費事務については、教員が現金を扱わなくなったものの、金融機関
への入力がとても大変な作業で、そのために休日に出勤することもあります。その
事務作業をしてくださる方を配置してください。また、人材を配置いただくことに
なっても、その人材を各学校で探さなくてはならないことがとても負担です。人を
探すために膨大な時間を費やしており、本末転倒です。

✓ 私費会計の処理が非常に負担の大きい分掌であるのに、担当の授業軽減等が設定さ
れていない。

✓ 会議も含む持ち授業時数の上限を設定してほしい。

✓ 行事の負担が大きいため、行事を減らすか規模の縮小をしてほしい。

✓ 体育館やグランド等を外部に貸し出すことが多いのだが、本当にその事務負担が大
きい。時間に関係なく訪問も多い。放課後、休日の学校の貸し出しについては、外
部にお願いしたい。

１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：自由意見（※一部抜粋）
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〇授業・教育課程に関する意見

 授業時数や土曜授業・教科日本語の見直しに関する意見などが多く見られた。

✓ とにかく授業時数が多すぎて、研究や能力開発に身が入らず生産性が下がってい
ると思います。授業を担える人材の採用や授業時数の削減を検討していくべきだ
と考えます。

✓ 教科「日本語」は、国語と重なる部分も多く、1教科分多く教材研究・授業準備
が必要になるから必要とは感じない。

✓ 教員の授業時間持ち時数から考えなければならないと思う。教員を増やし、
1人の授業持ち時数を減らさないことには、生徒対応、保護者対応、分掌業務が
できない。

✓ 児童の学校にいる滞在時間を短くする。学習指導要領に記載のない活動を大幅に
削減する（集会・掃除・朝の会・帰りの会）時数に入らない、クラブ、委員会を
必要最低限時数にする。

✓ 教員（管理職を含む）がゆとりをもって業務にあたるための方策を打ち出してい
ただきたい。土曜授業の見直しはもとより、地域とのかかわり等も昨今の流れを
機に見直すことで、学校の在り方を新たに作り出していくことが必要だと考える。
主体的な学び等、区主導で新たな機軸を打ち出すのであれば、反対に既存の取組
を慣例等にとらわれず廃止することも区の主導で行っていただきたい。

１ 教員の働き方の背景
（２）②教員アンケート：自由意見（※一部抜粋）
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２プランの策定
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２ プランの策定
（１）これまでの区教育委員会の取組み

 区はこれまでも、教員が十分な教材研究や授業改善等を行うことができ、
子どもたちとしっかりと向き合える時間を確保できるよう、以下のような
教育ＤＸの推進や学校現場を支援する人員の配置等、様々な取組みにより、
学校における働き方改革に取り組んできた。

【これまでの主な取組み事例(1/2)】

22

〇 教職員等を対象とした夏季休業期間中の学校休業日の設定

夏季休業期間中の休暇等取得推奨期間を設定し、休暇推奨期

間においては、全教職員は業務に差し支えない限り、休暇の取

得等により勤務を行わないように努めている。

〇 教育ＤＸの推進

全区立小・中学校の児童・生徒及び教員用にタブレット型情報

端末の配備を行い、学校や児童・生徒の状況に合わせた ICT を

活用した取組みを進めてきた。

〇 「世田谷区立学校等の教育職員の在校等時間の上限等に

関する方針」の策定

〇 学校等における教育職員の出退勤の把握

令和2年4月に「世田谷区立学校等の教育職員の在校等時間

の上限等に関する方針」を策定し、教育職員の在校等時間から

所定の勤務時間を除いた時間について上限時間の原則を設定し

ている。

〇 スクール・サポート・スタッフの配置

教員が行っている資料の作成や印刷、授業の準備などを補助す

るスタッフを区立小・中学校全校（90校）に配置した。

〇 副校長補佐の配置（令和６年度より）

副校長が行っている服務管理や講師等の手配、調査報告への

対応などを補助するスタッフを配置した。
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２ プランの策定
（１）これまでの区教育委員会の取組み

【これまでの主な取組み事例(2/2)】

23

〇 電話応対における音声案内の対応

区立小・中学校の授業日の夕方以降及び土曜日・日曜日・祝日等

において電話機に音声案内を設定した。

〇 庁内メール送信に関するルール等の改善

教育委員会事務局から学校へ調査等のメールを送付す

る際、学校がメールを処理しやすいようルールを統一した。

〇 中学校への採点支援システムの導入（令和６年度より）

大量の解答データを高速かつ正確に処理することができる採点

支援システムの導入により、教員の採点業務時間及び負担の軽減

や採点結果を返却するまでの時間のさらなる短縮を目指す。

〇 在宅勤務の取り扱いの整理（令和６年７月より）

教職員のワークライフバランスに応じた多様な働き方を

実現するため、在宅勤務を認めうる場合について整理した。

〇 部活動支援員制度の活用

区立中学校の部活動指導にあたり、保護者・地域の方々などに

部活動指導にご協力いただき、継続的・安定的な部活動の推進に

取り組んでいる。
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２ プランの策定
（２）モデル校等における取組み

 これまでの取組みに加え、学校現場における改善の取組みを更に加速するととも
に、現場の現状を踏まえた、実行可能で効果のあるプランを策定するため、令和
６年度に文部科学省の「学校における働き方改革の推進に関する調査研究」事業
の実証校（モデル校）として６校（桜丘中、船橋希望中、桜丘小、城山小、中丸
小、九品仏小）を指定し、各校における試行的な取組みを全校に展開し、各学校
における自主的・自律的な改善の仕組みづくりを推進している。

24

〇 文部科学省の「学校における働き方改革の推進に関する調査研究」事業
モデル校へのヒアリング（令和６年５～６月）

モデル校６校を訪問し、働き方改革に関する各学校の自律的な取組み方針等の確認や、

本プラン作成に向けての意見交換を行った。

＜各モデル校の取組み事例＞
•夏季休業中の勤務時間の選択制
•特定の曜日を１コマ４０分授業日に設定
•極力4時間授業にして、余剰授業を削減
•学年だよりを廃止し、学校だよりに一元化
•配布物はすぐーるに統一
•新小１は仮の学級編制でスタート
•運動会の朝練習を廃止
•夏季休暇中の水泳の廃止

＜各モデル校の課題等＞
•学びの質の向上ではなく、業務を減らすという
ことばかりに目が行ってしまっている
•私費会計（学校徴収金）の負担が大きい
•研修が多く、ＯＪＴを行う時間が取れない
•パソコンのネットワークが分断されていることで
支障を感じる
•通知表の所見欄の廃止はメリットとデメリットが
ある

〇 モデル校における情報交換会
（令和６年９月６日）

実証校（モデル校）間の連携を強化するため、

実証校の働き方改革の推進役の教員等を対象

として情報交換会をオンラインで実施し、各校

における先進的な取組みの共有を図った。

〇 全校推進役研修会（令和６年１１月８日）

モデル校の取組みや全国の先進事例を共有

し、各校の推進役が自校で実施する働き方改

革の施策について具体的イメージを得ること、

実証校に全体リード役としてのマインドを持っ

てもらうことを狙いとして研修会を実施した。
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２ プランの策定
（２）モデル校等における取組み

25

 その他の区内の小学校においても、例えば全学級において自由進
度学習を念頭に置いた授業づくりに取り組むなど、一部の学校で
は自主的・自発的な発想による新たな取組みが進んでいる。

〇 子どもたちの意見を聞くワークショップの実施
モデル校（桜丘小・桜丘中）の児童・生徒を対象に、教員の働き方について理解を深めてもら

うとともに、教員を応援するためのアイデアなどを出し合うワークショップを実施した。子ども

の目線で「必ずしも教員によらなくてもいいこと」「教員でないといけないこと」「そのための時

間をどう作るか」などを話し合い、出た意見等について整理し、プラン作成の参考とした。
 

＜ワークショップ概要＞

・ テーマ 「先生の毎日ってどんな感じ？先生も自分たちも
居心地良く過ごせるアイディアを考えよう」

・ 日 時 令和6年１０月２８日（月） １５：５０～１６：４５
・ 場 所 桜丘小学校
・ 参加人数 桜丘小学校児童 ６名／桜丘中学校生徒 １６名
・ 内 容
① 導入 先生の一日を紹介
② ワーク 先生じゃなきゃいけないこと・

それをしてもらうための余白を作る方法を考える
③ 発表 先生への提案
④ まとめ

ワークショップで出た意見
～先生の余白を作るためのアイディア～

教育委員会や各学校で取り組むこと

• 授業を５時間に減らす
• 40分授業にする
• テストの数を減らす
• 宿題をなくす
• 朝学活をなくす・帰りの会をなくす
• 土曜授業をなくす
• 教科「日本語」をなくす
• 講師の人に授業を任せる
• 休みの日の部活は先生ではなく
別の人を呼ぶ

• 給食を生徒に任せ職員室で食べる
• ＡＩでテストを作り、採点する

自分たち（児童・生徒）でもできること

• クラスメイトをお互いに注意する
• 自習を増やす
• 掃除をしっかりする（ロボットで
掃除する）

検討の上、
本プランの
基本的な
考え方に
一部を反映
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２ プランの策定

26

（３）プラン策定の必要性及び現状の課題

 これまで見てきたように、学校現場において教員不足が続く中、授業だけでなく、
その準備や様々な校務、更には保護者への対応など教員が関わる業務は多岐に渡る
ことから、正規の勤務時間を超えて勤務することが常態化している。

 こうした「重い業務負荷の常態化」が「超過勤務の常態化」を招いており、その結
果「児童生徒に向き合う時間等の不足」を招いているだけでなく、「病気休暇・退
職による欠員数の増加」等も招いており、それらが更なる「重い業務負荷の常態
化」を招く、という「業務負荷の増加のサイクル」が生じてしまっている。

時間外・土日の勤務の増加

超過勤務の常態化
重い業務負荷の常態化

児童生徒に向き合う時間・
教育の質の向上のための

時間の不足

教員の若年化傾向

• 授業準備 ・ 成績処理
• 学校行事の準備 ・ 保護者対応
• 支援が必要な児童・生徒への対応
• 校務分掌や学年の事務
• 部活動対応
• その他指導と直接関係ない事務

等

学校現場の状況

教員になること
への意欲低下

病気休暇・退職等による
欠員数の増加及び

これを補う制度の機能不全

管理職・ミドルリーダー
教員の負担増加

教員採用候補者選考
受験者数の低下

採用倍率低下

教員採用を取り巻く状況

業務負荷の増加のサイクル

27 



２ プランの策定
（３）プラン策定の必要性及び現状の課題

 教員の採用倍率も低くなっている中、次の世代を担う子どもたちの教育の充実
を図るには、このような環境を変革させ、学校現場をより働きやすい環境にし
ていくことで、教育現場を担う若者たちへ教員という職の魅力や働きがいを訴
求する新たな環境づくりを実現するとともに、ひいては、それが教育の質の向
上及び持続可能な学校運営につながるようにしていく必要がある。

 こうした状況を受け、教育委員会として「学校・教育委員会が実践する教育の
質を高める働き方改革推進プラン」を策定し、教員がその専門性を十分に発揮
し、授業準備や子どもと向き合うための時間を確保できるようにするため、学
校・教育委員会双方で具体的な取組みを定めることとした。

27
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２ プランの策定
（４）プランの位置づけ及び計画期間

 位置づけ
「学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン」策定は、

上位計画である世田谷区教育振興基本計画において定められた取組み項目「学校への
支援と働き方改革」において、「学校への支援体制の強化」の重点取組みとして掲げられ
ている。本プランはその趣旨に沿って、学校における働き方改革の考え方や具体的な取組み
計画を示す。なお、特に教員の負担感が高い、学校現場から見て「現場が変わっていく」と
実感できる取組みを「緊急対策プラン」として取りまとめ、令和７年度より優先的に取り組む。

28

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和9年度 令和10年度

教育振興基本計画

働き方改革推進プラン

検証期間

具体化

集中取組期間緊急対策プラン

 計画期間
計画期間は４年間とし、令和７年度から令和９年度までの３年間を集中取組み

期間、令和１０年度を検証期間とする。全項目の実施は令和９年度、令和７・８
年度はモデル実施とする。その後、令和１０年度に３年間の取組みの結果と課題
を分析し、更なる改善を図る。

29 
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３プランの基本的な考え方
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３ プランの基本的な考え方
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（１）現状の課題を踏まえた考え方

 現状の課題から見えてきた「業務負荷の増加のサイクル」から抜け出すため、
教員の事務等の負担を軽減させるとともに、教育の質の向上に効果があり、
かつ学級運営の負担を軽減する人的支援を行い、地域の中の学校として運営し
ていくことができる取組みを同時に実施していくため、以下の７つの基本的な
考え方をとりまとめた。

７つの基本的な考え方

各学校による自主・自律的な改善の推進
授業準備時間の確保による授業の質の

向上と学校・学級経営の支援強化

持続可能な部活動体制の構築 教員の事務負担軽減

学校経営における管理手法の見直し 学校と地域との強固な協力体制の構築

学校と教育委員会等との連携の強化

1

３

５

７

２

４

６
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各学校による自主・自律的な改善の推進
これまでも、学校現場では自主的に多くの改善を実施してきているが、引き続き

継続的に改善に取り組んでいくことが必要である。そのためには、各学校が自主的
に改善に取り組むことができる環境の整備・確保が重要であり、教育委員会として、
必要な運営面の支援や指導・助言を行うことができる仕組みの構築を行っていく。
また、各校で取り組んでいる改善の内容や成果を教育委員会として把握し、その

内容を各校へ共有する仕組みを整えていく。

３ プランの基本的な考え方

31

授業準備時間の確保による授業の質の向上と学校・学級経営の支援強化
令和10年度より、小学校高学年における教科担任制を導入する東京都の取組み方針に合わせ、特に

日中に授業準備等の時間が取れない小学校における授業の仕組みを変え、中学校との連携も視野に入
れ、小・中ともに授業の質の向上を図っていく。
また、現在行っている授業のあり方を検証し、区として進めている探究的な学びが推進できる体制

を整え、区の特徴的な取組みである学びの多様化学校や夜間中学校の質の確保、更に帰国・外国人児
童・生徒への取組みの支援を強化していく。
更に、教員の年齢構成が大きく変わる中、区独自教員の採用の本格化も視野に入れ、若手教員への

支援を行うとともに、急な休職や退職にも対応できる体制を構築する。また、学校や学級経営を安定
的に行っていくため、どのような人的支援が有効かという視点から、現在の会計年度任用職員等の
職のあり方を検証し、見直しを行う。
合わせて、近年、複雑・多様化する保護者対応等の困難事例への対応のための体制を強化し、学校

からの相談、学校への指導、また、区他所管課との連携が遅滞なくできるよう強化を図っていく。

1

（２）７つの基本的な考え方

２
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３ プランの基本的な考え方

32

持続可能な部活動体制の構築
中学校における部活動において、生徒が希望するスポーツ・文

化活動に参加できる事を前提に、顧問を希望する・希望しないに関
わらず、教員が適切に部活動に関わることができ、指導員の確保や
運営等について区内団体、大学等と協働し、持続可能な部活動の支
援体制を構築していく。

教員の事務負担軽減
授業や児童・生徒への時間の確保を最優先とし、学校経営におい

て発生する教員の事務については、必要最小限とする。特に教員の
負担感が高い、私費会計や学校徴収金事務、各種調査・アンケート
について、人的な支援の考え方や体制を整理するとともに、新たな
仕組み・手法の導入を検討し、実施していく。更に、各システムの
連携を進めるなど、学校における各種事務処理のDX化を継続的に進
めていく。

３

４

（２）７つの基本的な考え方
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３ プランの基本的な考え方

33

学校経営における管理手法の見直し
社会状況が大きく変わる中、地域における学校施設の重要度は非

常に高くなっており、区としても今後、学校施設に関して複合化して
いくことを基本としている。現在、その維持管理において教員が担っ
ている負担を軽減し、地域における学校施設の役割を持続的に果たせ
る体制を構築していく。
また、区内における児童・生徒や保護者の生活状況を踏まえた学校

施設の利用に向けて、利用時間帯について検討し、児童・生徒の安全
を前提とした新たな仕組みを構築していく。

学校と地域との強固な協力体制の構築
学校は地域づくりの核として機能するものであり、学校経営にお

いて地域との協力を双方向のものとするため、これまでの仕組みを
現在の地域や学校の状況に合わせて改廃し、より効果的・効率的な
制度に見直すとともに、子どもたちを地域全体で育てられる連携協
力体制を構築する。

５

６

（２）７つの基本的な考え方
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３ プランの基本的な考え方
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学校と教育委員会等との連携の強化
学校経営を絶えず刷新させ、また、学校に対する全体支援をより効果的なもの

とするため、教育委員会内における事務の一元化を図るなど、効果的・効率的な
組織体制を構築し、教育委員会と区内外の関係団体との連携を進め、学校の状況
把握や人的支援、教員のメンタルヘルス対策など、学校への支援の強化を図って
いく。
また、学校現場、時に教育課程や学校・学級経営における状況を素早く把握し、

対応するため、新たな情報共有の場を設けるなど、連携の強化を図っていく。

７

（２）７つの基本的な考え方
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３ プランの基本的な考え方

35

（３）取組み項目
 以上の基本的な考え方を踏まえ、以下の各項目に取り組んでいく（「緊急対策プラン」については次ページ以降参照）

基本的な考え方 番号 取組み項目 ページ

①各学校による自主・自律的な改善の推進 1-1 【緊急対策プランＡ】モデル校における実践事例を踏まえた自主的・自律的な取組みの推進 39

②授業準備時間の確保による授業の質の
向上と学校・学級経営の支援強化

2-1
【緊急対策プランB】小学校高学年における教科担任制の導入及び新人育成・緊急対応の強化のための

区独自教員の配置
40

2-2 授業のあり方の見直し（土曜授業・教科日本語等） 48

2-3 会計年度任用職員・有償ボランティアの運用等に関する見直し 49

2-4 子どもたちへの新たな体験学習の推進 50

2-5 【緊急対策プランC】配慮を要する児童・生徒への支援の拡充 41

2-6 帰国・外国人児童・生徒への対応支援 51

③持続可能な部活動体制の構築 3-1 部活動の地域連携・地域移行 52

④教員の事務負担軽減

4-1 【緊急対策プランE】学校徴収金事務の負担軽減 44

4-2 校務系・学習系ネットワークの整備 53

4-3 就学事務の電子化 54

4-4 連合行事、移動教室その他の校外学習の見直し 55

4-5 学校へ送付される周知文書等についての見直し 56

4-6 【緊急対策プランD】児童・生徒及び保護者対応に関する支援体制の強化 43

4-7 【緊急対策プランF】文書管理システムの事務負担への対応 45

4-8 幼稚園の副園長等の事務負担軽減 57

4-9 副校長の事務負担軽減 58

4-10 指導補助員等配置の拡充 59

4-11 教員のICT活用支援 60

⑤学校経営における管理手法の見直し

5-1 放課後等の学校図書館の開放 61

5-2 小学校の朝開門 62

5-3 子ども見守りアプリの環境整備 63

⑥学校と地域との強固な協力体制の構築
6-1 【緊急対策プランG】学校と地域を結ぶコーディネーター役の機能の拡充・学校運営委員会の再編 46

6-2 まちの学びの拠点に向けた取組み 64

⑦学校と教育委員会等との連携の強化

7-1 教職員のメンタルヘルス対策の充実 65

7-2 学校保健業務サポートの拡充 66

7-3 適正な事務執行の支援 67
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４緊急対策プラン
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改善すべきポイント

④
・本日のまとめ

・授業準備

・校務分掌

・事務

４ 緊急対策プラン

？：００  ８：１５  
１６：４５ 

？：００  

①
・本日の準備

・連絡・調整

・登校対応

②

授業時間

（給食等）

③
・部活

・電話（保護者）

対応

・校内会議、等

１５：４５ 

～１６：３0

休憩
時間

時間外在校等時間 時間外在校等時間

①開門時間の繰り上げ
等の保護者からのニー
ズや、授業準備や前日の
仕事の残りへの対応な
どもあり、朝早く出勤す
る必要がある。

（１）緊急対策プランの考え方
 「７つの基本的な考え方」に基づき取り組んでいくためには、教員の負担感が高い取組みを、

以下の各時間帯において、教育委員会が主体となって、改善・支援する必要がある。

37

②勤務時間内は授業時間、休み時間は
採点や給食指導、子どもと向き合う時
間で一杯であり、作業等の自分のため
の時間を確保することが困難となって
いる。

③様々な校内会議や研修、
保護者対応、中学校では
部活動における指導など、
様々な業務が勤務時間一
杯まで入っており、休憩が
取りにくい。

④勤務時間の終了後も、
授業準備や校務分掌、事
務、成績処理等を行うた
め、遅い時間まで勤務せ
ざるを得ない現状がある。

※できなければ翌日もしくは土日へ※休憩時間含む

重い業務負荷の常態化 児童生徒に向き合う時間等の不足超過勤務の常態化

④の時間帯
まで対応
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４ 緊急対策プラン

38

 特に教員の「負担感」が高い業務に関して、各時間帯ごとの効果を踏まえ、以下の
７つの取組みを「緊急対策プラン」として実施していく。

緊急対策プランの取組み 期待される効果 関連する「７つの基本的な考え方」

A．モデル校における実践事例を踏まえた自主的
・自律的な取組みの推進 教員の時間外在校等時間等の減 （１）各学校による自主・自律的な改善の推進

B．小学校高学年における教科担任制の導入及び新人
育成・緊急対応の強化のための区独自教員の配置 教員一人あたり授業時間数の減

（２）授業準備時間の確保による授業の質の向上と学校・
学級経営の支援強化

C．配慮を要する児童・生徒への支援の拡充 学級運営等における支援強化
（２）授業準備時間の確保による授業の質の向上と学校・

学級経営の支援強化

D．児童・生徒及び保護者対応に関する支援体制の強化 対応困難事例等における支援強化 （４）教員の事務負担軽減

E．学校徴収金事務の負担軽減 事務に携わる教員の負担の減 （４）教員の事務負担軽減

F．文書管理システムの事務負担への対応 事務に携わる教員の負担の減 （４）教員の事務負担軽減

G．学校と地域を結ぶコーディネーター役の機能の
拡充・学校運営委員会の再編 地域との協力関係の強化 （６）学校と地域との強固な協力体制の構築

B 小学校高学年における教科担任制の
導入及び新人育成・緊急対応の強化の

ための区独自教員の配置

A モデル校における実践事例を踏まえた
自主的・自律的な取組みの推進

E 学校徴収金事務の
負担軽減

F 文書管理システムの
事務負担への対応

C 配慮を要する児童・生徒
への支援の拡充

Ｇ 学校と地域を結ぶコーディネーター役の
機能の拡充・学校運営委員会の再編

D 児童・生徒及び
保護者対応に関する
支援体制の強化

？：００  

（１）緊急対策プランの考え方
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（２）取組み内容

【緊急対策プランＡ】

項目番号 1-1
モデル校における実践事例を踏まえた自主的・
自律的な取組みの推進

所管部 学校教育部

目標
区内のすべての小・中学校において、自律的・自発的な教員の働き方改革の取組みが実施されることで、教育
の質の向上と持続可能な学校運営の実現を達成する。

取組み内容

① 伴走支援校における伴走支援・調査・分析
令和7年度において、「緊急対策プラン」におけるモデル校のうち、８校程度の「伴走支援校」を指定し、プラン
に基づく取組みを含め、各校が自発的に働き方改革の取組みを着実に推進していけるよう、教育委員会が伴走
支援するとともに、更に取組みの調査・分析を行い、その結果を全校で活用していく。

② 全校における働き方改革の取組みの把握及び情報共有
全校における働き方改革の取組みを教育委員会として把握し、先進的な働き方改革の取組みを全校に共有す
ることにより、区内各校による自主・自律的な取組みの推進を図る。

③ 働き方改革に関する研修の実施
令和6年度に引き続き、学校の管理職や働き方改革の推進役の教員向けの研修を実施し、全校における取組
みの底上げを図る。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

① 伴走支援校における伴走支援・調査・分析
伴走支援校選定
（8校程度）

実施
（8校程度）

全校で調査・
分析結果を活用

全校で調査・
分析結果を活用

全校で調査・
分析結果を活用

② 全校における働き方改革の取組みの把握及び
情報共有

調整 実施 継続実施 継続実施 継続実施

③ 働き方改革に関する研修の実施 実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

目指すべき効果・成果
伴走支援校における取組みを伴走支援して着実に推進するとともに、その状況を調査・分析し、その他の各校
が自校の状況にあわせて取り入れ、自主的に実践できるようにすることにより、各校における時間外在校等時
間の削減や教員の年次有給休暇の取得の増加などの具体的な成果に繋げる。

基本的な考え方①

各学校による自主・自律的な改善の推進

1-1
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（２）取組み内容

【緊急対策プランB】

項目
番号

2-1
小学校高学年における教科担任制の導入
及び新人育成・緊急対応の強化のための
区独自教員の配置

所管部 学校教育部 取組み
内容

の属する学び舎の学校において教科担任制の研究に取り組む。
②新人育成及び緊急対応の強化等
・小学校のブロック（全８ブロック）に「学級経営支援教員」を配置する。
・夜間中学において経験ある教員を配置する。

目標

会計年度任用職員として区独自教員を採用し、教科担任制の導入及び
新人育成・緊急対応の強化等を図ることにより、教育の質の向上を図る。
①小学校高学年における教科担任制の導入
小学校高学年において教科担任制を導入し、教員が担当する教科数を
限定（１教科＋算数＋道徳・特別活動・総合的な学習の時間）することで、
集中的な教材研究を可能とし、授業の質を高める。
②新人育成及び緊急対応の強化等
・小学校のブロックごとに、配置先の学校を固定しない教員（学級経営
支援教員）を配置し、巡回しながら新人育成を担当するとともに、教員
の欠員などの緊急時には該当校に配置して担任業務を補佐すること
により、安定的かつ持続可能な学級運営を推進する。
・夜間中学において、教員の人事異動に関わらず、安定的な学級運営を
維持できるようにする。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

①小学校高学年における
教科担任制の導入

導入
（2校）

※小規模校1・
大規模校1

拡充
（計3校）
※小規模校1・
大規模校2

継続
（計3校）
※小規模校1・
大規模校2

小規模校
のみ実施

（参考）都の加配（都費）による
教科担任制の推進

都指定校
（2校）

都指定校
（計３校）

都指定校
（計３校）

未定
都による
本格実施

②新人育成
及び緊急対応
の強化等

新人育成
・緊急対応

配置
（4名）

拡充
（計8名）

拡充
（計16名）

拡充
（計24名）

夜間中学
配置
（1名）

継続
（1名）

継続
（1名）

継続
（1名）

取組み
内容

①小学校高学年における教科担任制の導入
東京都では令和10年度までに12学級以上の学校で高学年における
教科担任制を実施予定であるが、大規模校（１学年5～６学級）において
は、同じ教科を持つ教員間の連携による質の向上や、時間割の編成等の
課題について、先行して専任の区費講師を加配して研究に取り組む。
また、東京都の教科担任制は11学級以下の小規模校ではモデル校の
み実施のため、世田谷区独自の取組みとして、小規模校（11学級以下）
に専任の区費講師を加配し、高学年で教科担任制の研究を行うことに
より、令和10年度以降に円滑に小規模校においても教科担任制が実施
できるように取り組む。
教科担任制の効果を高め、令和10年度以降に円滑に小規模校におい
ても教科担任制が実施できるようにするため、モデル校及びモデル校

目指す
べき
効果・
成果

①小学校高学年における教科担任制の導入
各教員の担当教科数が削減されることにより、教材研究が充実し、児
童の授業に対する満足度が高まるとともに、教材研究にかかる負担が
軽減し、時間外在校時間が減少する。
②新人育成及び緊急対応の強化等
・新人育成の負担軽減（指導担当教員及び副校長）、区の重点的な
取組み（探究的な学び、キャリア・未来デザイン教育等）に関する指導
の徹底が図られる。
・急な休職や退職等による学校の欠員を補い、持続可能な学級運営を
継続する。
・夜間中学の安定的な学級運営が維持され、担当教員が特色ある教育
を実践できる。

基本的な考え方②
授業準備時間の確保による授業の質の向上と

   学校・学級経営の支援強化

2-1
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（２）取組み内容

【緊急対策プランＣ】(1/2)
項目
番号

2-5
配慮を要する児童・生徒へ
の支援の拡充

所管部
教育総合センター・
学校教育部

目標
通常学級における特別な配慮や支援を必要とする児童・生徒に対
する人的支援を推進し、子どもたちの学びと育ちの充実と教員負担
の軽減を図る。

取組み
内容

現場及び教育委員会の体制を強化し、教員や支援員等の専門性を
向上させつつ、人的支援を拡充させ、現場と教育委員会が一体と
なった支援体制の構築に向けて取組みを進める。

（１）教育委員会及び学校の体制強化
①「インクルーシブ教育支援チーム」による学校支援の実施（拡充）
現行の「特別支援教育巡回グループ」を「インクルーシブ教育支援
チーム」に改称し、学校支援体制を強化する。教育現場に精通する教
員経験者やスクールソーシャルワーカーを適宜配置し、小・中学校全
校を対象とした巡回訪問を実施して、支援や配慮が必要な児童・生
徒の観察及びアセスメント、個別支援計画等の作成支援や教員向け
研修、学校生活サポーター等支援人材の配置にまつわる調整を行う。

② 「特別支援教育コーディネーター業務代替教員」等の中学校への
配置（拡充）
小学校の「特別支援教育コーディネーター」については、就学相談業
務を兼務で担っていることから、授業や保健室業務を代替する講師
や看護師の配置を既に行っているが、中学校においても、校内委員
会の企画・運営、有償ボランティアや支援員の調整、個別支援シート
の作成・管理等、コーディネーター業務は多岐にわたっていることか
ら、コーディネーターを務める教員の負担を軽減し、当該業務に集中
させるため、小学校と同様に代替教員等の配置による人的支援に取
り組む。

取組み
内容

③ 指導計画作成システム実証
配慮が必要な児童・生徒の行動観察、アセスメントを行うためのシス
テム導入に向けての実証を行う。

（２）人的支援の拡充
④ 「インクルーシブ教育支援員A」（現：学校包括支援員）の拡充
通常学級における配慮が必要な児童・生徒への支援として、小・中学
校全校に配置している「学校包括支援員」を「インクルーシブ教育支援
員A」として名称を改め、現状の各校1名（大規模校8校は各2名）体制から、

小学校のみ各校2名体制に拡充し、継続的支援ができるよう、効率的な
支援体制を構築する。

⑤ 特別支援学校就学相当の児童・生徒への「インクルーシブ教育支援
員B」による支援（新規）

通常の学級に在籍する特別支援学校就学相当の児童・生徒に対し、
学習参加支援等を継続的に行うため「インクルーシブ教育支援員B」を
配置する。

⑥ 「学校生活サポーター」による学校支援の拡充（通常の学級）
通常の学級において支援を要する児童・生徒のうち、個別の見守り
や特定の時間等における支援に柔軟に対応できるよう、「学校生活サ
ポーター」（有償ボランティア）による支援を拡充する。

⑦ 「エデュケーション・アシスタント」の新規設置
小学第１学年におけるクラス運営を重要視し、１学年の学級の経営上
必要な業務全般の補助等を担う「エデュケーション・アシスタント」を配
置する。

（３）教員の専門性・指導力の向上
⑧ 多様な研修の充実による教員や支援員の専門性・指導力・支援力

の向上
障害のあるなしにとどまらず、さまざまな背景や状況の児童・生徒の
増加が見込まれることから、職種や職層にあわせた研修を行うことに
より教員や支援員の専門性、（教員の）指導力、支援力の向上を図り、
学びや支援の質の底上げにつなげていく。

42 



４ 緊急対策プラン

42

（２）取組み内容

【緊急対策プランＣ】(2/2)

項目番号 2-5 配慮を要する児童・生徒への支援の拡充 所管部 教育総合センター・学校教育部

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

① 「インクルーシブ教育支援チーム」による学校
支援の実施（拡充）

要請訪問・支援
（3チーム）

定期巡回
（体制拡充）

定期巡回
（体制拡充）

定期巡回・支援 定期巡回・支援

② 「特別支援教育コーディネーター代替講師」等の
中学校への配置（新規）

小学校のみ
支援

中学校での
支援開始

小中での
支援継続

小中での
支援継続

小中での
支援継続

③ 指導計画作成システムの実証 検討 実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

④ 「インクルーシブ教育支援員A」（現：学校包括
支援員）の拡充

検討
(学校包括支援員98名)

実施・検証
(体制拡充)

実施・検証 実施・検証 実施・検証

⑤ 特別支援学校就学相当の児童・生徒への
「インクルーシブ教育支援員B」による支援（新規）

ー
該当校での
支援

該当校での
支援

該当校での
支援

該当校での
支援

⑥ 「学校生活サポーター」による学校支援の拡充
（通常の学級）

支援実施 支援拡充
拡充した支援
の継続

拡充した支援
の継続

拡充した支援
の継続

⑦ 「エデュケーション・アシスタント」の新規設置 検討 実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

⑧ 多様な研修の充実による教員や支援員の
専門性・指導力・支援力の向上

検討 実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

目指すべき
効果・成果

各取組みの推進により、児童・生徒にとっては安心して学び、育つ環境が整備されるとともに、教員の専門性等の向上を
図る。

基本的な考え方②
授業準備時間の確保による授業の質の向上と

   学校・学級経営の支援強化

2-5
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（２）取組み内容

【緊急対策プランD】

項目番号 4-6 児童・生徒及び保護者対応に関する支援体制の強化 所管部 学校教育部

目標

児童、生徒のいじめや学校での問題行動に関する対応困難事例に関し、その対応方針、保護者や本人へ
の対応等について、心理士や校長経験者、弁護士等専門家による多角的な視点から検討し、学校に指導・
助言するとともに、保護者への対応を行う。また、増加している事例件数に遅滞なく対応できるよう、支援
チームの質的、量的な拡充を図っていく。

取組み内容

① 一部の保護者・地域住民による過度な期待や要求への対応力の向上に取り組む。
その内容について、保護者や地域住民に周知する。

② 教育支援チームの弁護士の勤務日数を増やし、学校の対応についてのリーガルチェックを迅速に行う
体制を整える。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

学校問題への対応力の向上 検討
検討・方策の

策定
実施 実施 実施

弁護士の勤務日数の増加 週２日勤務 拡充・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

目指すべき
効果・成果

学校の対応力の向上を図るとともに、学校が対応できること・できないことのラインが明確に示されるこ
とにより、過度な期待や要求を含め、学校・保護者・地域住民からの教育委員会への相談件数が前年度より
減少する。

基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

4-6
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（２）取組み内容

【緊急対策プランＥ】

項目番号 4-1 学校徴収金事務の負担軽減 所管部 学校教育部

目標
各学校における教材費や校外学習参加費等の学校徴収金（私費会計）事務に教員が関わっていることか
ら、金銭取扱いの安全性の確保に留意しながら、学校徴収金集金サービスを導入するとともに、これまで学
校によって処理方法等が異なっていた事務を統一することにより、教職員の負担を軽減する。

取組み内容

学校（教職員）の負担軽減を主眼とし、保護者の負担、区財政への影響等にも考慮し、徴収金業務にSaaS
を活用する。学校を通さずに教材事業者等への支払いができるなど集金関連業務を大幅に削減できる。
令和７年度は先行実施校（１０校程度）にて、SaaSを活用した徴収金業務を実施し、導入効果の検証結果
を踏まえて、令和８年度以降、区内小・中学校全校にて本格的に実施する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

新たな手法の調査・検討及び決定 実施 ― ― ― ―

新たな手法による事務の試行
（事務処理の整理、マニュアルの作成）

マニュアル
作成

試行実施 ― ― ―

新たな手法による事務の本格実施 ― ― 実施 実施 実施

目指すべき
効果・成果

①事務作業の負担軽減
②未納者対応の負担軽減
③徴収金業務の均一化

基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

4-1
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（２）取組み内容

【緊急対策プランF】

項目番号 4-7 文書管理システムの事務負担への対応 所管部
教育政策・生涯学習部／
学校教育部

目標
文書管理システム等による事務処理に関して、教職員への支援体制が十分ではなく、副校長等に過度
な負担が生じていることから、研修の実施等により、負担軽減を図る。

取組み内容
①新任及び区外から転任の副校長・事務職員に対して学校文書管理システムの研修を実施する。
②学校文書管理システムヘルプデスクの対応時間の見直しを行う。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R１０

学校文書管理システムの操作研修の実施 検討 実施 実施 実施 実施

学校文書管理システムヘルプデスクの
対応時間の見直し

見直しの
検討

時間延長 延長した時間
での対応を継続

延長した時間
での対応を継続

延長した時間
での対応を継続

目指すべき
効果・成果

取組みにより、各学校内で文書管理システムが円滑に使用され、意思決定がスムーズに行われる。

基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

4-7
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46

（２）取組み内容

【緊急対策プランＧ】

項目番号 6-1 学校と地域を結ぶコーディネーター役の機能の拡充・学校運営委員会の再編 所管部 学校教育部

目標

【学校運営体制の強化】
①学校を支える3つの仕組みの整理・統合
「学校運営委員会」「学校評価委員会」「学校協議会」の機能を「学校運営委員会」に整理・統合し、校長の学校運営力の強化を図る
とともに、持続可能な地域とともにある学校運営体制を再構築する。
②学校支援コーディネーターの機能強化
各校の地域学校協働活動の総合的な調整役を担う「学校支援コーディネーター」について、報償費の拡充により、地域との連携に
時間をかけられるようにし、学習や活動の支援のコーディネート機能等を充実させる。

取組み内容

①学校を支える仕組みの整理・統合
・学校運営委員会の構成委員を学校の実態に応じて設定できるように柔軟化する。
・学校評価の方法を見直すとともに、学校運営委員会の役割の一つとし、委員会内の担当者が担うこととする。
・学校協議会を解体し、協議会が担っていた機能を学校運営委員会が担うこととする。

②学校支援コーディネーターの機能強化
・報償費を拡充し、学校運営委員会の事務局機能（日程調整や資料作成等）をはじめとする、新たな業務内容を検討・実施する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

①学校を支える仕組みの整理・統合
現状把握・
学校意見確認

庁内調整・要綱等の
修正・学校等周知

実施 実施 実施

②学校支援コーディネーターの機能強化
現状把握・
学校意見確認

実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

目指すべき
効果・成果

①学校を支える仕組みの整理・統合
実態に即した学校評価を実施することで、学校運営改善が図られるとともに、学校運営支援のための会議が精選され、業務軽減
につながる（地域関係者の負担も軽減される）。
②学校支援コーディネーターの機能強化
地域と協働した活動の外部折衝、学校運営を支える会議の運営、地域関係者との連絡窓口を担うことで、地域連携の中核を担う
教員や副校長の業務軽減につながる。また、教員人事に左右されない地域連携活動が可能となる。

基本的な考え方⑥

学校と地域との強固な協力体制の構築

6-1
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５基本的な考え方に基づく取組み
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５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方②
授業準備時間の確保による授業の質の向上と

   学校・学級経営の支援強化

2-2

項目番号 2-2
授業のあり方の見直し
（土曜授業・教科日本語等）

所管部 学校教育部

目標
① 振替休業日を設定しない土曜日授業を廃止する。
② 教科「日本語」について、学習指導要領の改訂に合わせてあり方を検討する。

取組み内容

① 各学校において学校運営委員及び地域へ土曜授業の廃止について説明し理解を求めるとともに、振替休業日
を設定する土曜授業で行う教育活動について、教育課程上の位置づけやねらいを踏まえて検討し、外部との
調整を行う。

② 次期学習指導要領については、中教審の特別部会から令和６年度または令和７年度には方向性が示され、
令和９年度に公布となる見込みである。令和6年度に発足した教育課程検討委員会において議題とし、教科
「日本語」を題材とした探究学習の可能性も含め、継続的な検討を行う。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

① 土曜授業の見直し 検討・周知 廃止 廃止 廃止 廃止

②-1 教育課程検討委員会での検討・検証 実施
議論の方向性の検討

方針検討
学習指導要領研究・検討

方針検討
学習指導要領研究・検討

方針決定
検討結果まとめ

未定
次期運用

②-2 教科「日本語」についての研究・検討 実施
教科「日本語」振返り

実施
修正指導案作成・実施

実施
修正指導案作成・実施

実施
修正指導案作成・実施

未定
次期運用

目指すべき
効果・成果

①-1 教員の週休２日の実現による負担減
①-2 児童・生徒の主体的で多様な課外活動への参加
②-1 教科「日本語」の変更に係る業務の削減
②-2 学校や世田谷区の特色やを生かした総合的な学習の時間の充実
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基本的な考え方②
授業準備時間の確保による授業の質の向上と

   学校・学級経営の支援強化

項目番号 2-3
会計年度任用職員・有償ボランティアの運用
等に関する見直し

所管部 学校教育部、教育政策・生涯学習部、教育総合センター

目標
教育委員会が任用している会計年度任用職員・有償ボランティアのうち、教員の業務支援を行っている職を総点検すると
ともに、運用等に関する見直しを行うことにより、学校における事務負担を軽減するとともに、効率的・効果的な人員配置
を行う。

取組み内容

①職のあり方の見直し
教育委員会が任用している会計年度任用職員・有償ボランティアのうち、教員の業務支援を行っている職を総点検し、
効率的・効果的な人員配置となるよう、職務が類似している職について整理・統合を検討する。

②任用等に関する書類の様式・事務手続きの見直し
学校における教員の業務支援を行う職が多く、かつ職ごとに任用や勤怠管理、報酬・謝礼の支払い等に関する書類の様式
が異なることにより事務負担が大きくなっている現状を踏まえ、項目番号７-3「適正な事務執行の支援」と連動して検討し、
可能なものについて様式・手続きの簡素化・統一化・電子化等を図る。また、学校が各職に関する問い合わせをしやすくする
ため、問い合わせ先や関連事務について分かりやすく整理した上で情報共有する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

①職のあり方の見直し 検討 実施・新たな検討 実施・検証
検証に基づく
取組み

検証に基づく
取組み

②任用等に関する書類の様式・事務
手続きの見直し

検討 検討・実施 検証
検証に基づく
取組み

検証に基づく
取組み

目指すべき
効果・成果

会計年度任用職員・有償ボランティアに関する学校の事務負担が軽減されるとともに、各職の効率的・効果的な人員配置
が実現される。

2-3５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方②
授業準備時間の確保による授業の質の向上と

   学校・学級経営の支援強化

2-4

項目番号 2-4 子どもたちへの新たな体験学習の推進 所管部 学校教育部、教育総合センター

目標
目的が類似する講座のＳＴＥＡＭ教育事業への移行や、相互連携等について、両部で検討し、ＳＴＥＡＭ教育事
業の委託契約が切り替えとなる、令和８年度以降の体制を体系的に整理する。

取組み内容

• ＳＴＥＡＭ教育事業の令和８年度からの次期契約（業者選定は令和７年度中）へ向けて、必要な情報を共有し、
「大学を会場とした講座」等の委託化の可能性について検討を進め、仕様書の作成と経費への影響を整理
する。

• この方向性に応じ、新・才能の芽を育てる体験学習の令和７年度以降のプログラムに反映させていく。
• 令和８年度以降は、ＳＴＥＡＭ教育事業への移行が適当でない講座に加えて、ＳＴＥＡＭ教育事業や、学校の
教育課程では実施できない新たな体験学習を実施し、子どもたちの体験学習の充実を図る。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

現行の講座の整理と、情報共有・体制検討 検討 検討 ー ー ー

委託等を活用した新体制の構築 ー ー 実施 実施 実施

目指すべき
効果・成果

各事業の特色を最大限に打ち出すとともに、類似講座の移行や相互連携により、子ども達がそれぞれの
レベルに応じて、その個性や能力を高める機会を享受することを目指す。

５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方②
授業準備時間の確保による授業の質の向上と

   学校・学級経営の支援強化

項目番号 2-6 帰国・外国人児童・生徒への対応支援 所管部 学校教育部

目標
帰国・外国人教育相談室の規模や機能を拡充することで、日本語が不自由な帰国・外国人児童・生徒を担当す
る教員への対応を強化する。

取組み内容
日本語指導補助員を在籍校に派遣して集中的に日本語の個別指導に当たる初期指導や、日本語が不自由な
保護者への通訳派遣を継続するとともに、今後、帰国・外国人児童・生徒が増加することを見据えて、梅丘中学
校にある帰国・外国人教育相談室の機能を拡充し、他地域でも補習教室等を実施する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

他地域における補習教室等の実施 検討 調整 実施 実施 実施

目指すべき
効果・成果

帰国・外国人児童・生徒が在籍校以外でも日本語を学びやすい環境を整えることで、教員が対応に当たる時間
が削減される。

2-6５基本的な考え方に基づく取組み
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項目番号 3-1 部活動の地域連携・地域移行 所管部 学校教育部

目標

• 区立中学校において、地域や学校の実態に応じ、「地域連携・地域移行」に向けた取り組みに移行することを目
指すとともに、休日に教員が部活動の指導に携わる必要がない環境の構築を、段階的かつ可能な限り早期に
実現していく。

• 休日の練習活動において、部活動支援員による活動を原則とし、また、平日の部活動支援員による指導ができ
る体制を構築する。

取組み内容

• 教育委員会、スポーツ振興財団、学校における新たな役割分担のもとでの部活動運営への移行
• 部活動支援員のマッチング機能強化に向けた人材バンク機能の拡充
• 部活動指導にかかる教員の兼職兼業制度の適用等、各課題に向けた検討
• （継続実施中）部活動地域移行トライアル事業の実施（令和5年度は4種類、令和6年度は8種類の活動を実施）

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

新たな部活動への移行 準備
モデル校１校
での実施

順次拡大 実施 実施

マニュアル等整備 準備 順次整備 順次整備 実施 実施

部活動支援員のマッチング
（人材バンク機能）

準備 実施 実施 実施 実施

目指すべき
効果・成果

• 地域や学校の実態に応じて、部活動の地域連携・地域移行が進んでいる。
• 休日に教員が部活動の指導に携わる必要がない環境となっている。

基本的な考え方③

持続可能な部活動体制の構築

3-1５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

項目番号 ４-2 校務系・学習系ネットワークの整備 所管部 教育総合センター

目標

校務系、学習系それぞれのネットワークを整備し、それぞれに存在していた児童・生徒の学びに関する情報を
情報セキュリティを担保したうえでクラウド上に集約していく。
それらの情報を一元管理し、個々の児童・生徒の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、さらなるデータ
活用を通して教員の事務負担軽減、働き方改革等の取組みを推進していく。

取組み
内容

校務系・学習系ネットワークの整備による教員リモートワーク環境の推進（同時接続数の増）

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

校務系・学習系ネットワークの統合
統合環境の
整備、
一部運用

統合環境の
試験運用

新たな ICT 
動向を踏まえた
統合環境の評価

評価結果に
基づく取組み

次期環境整備
に向けた仕様

検討

目指すべき
効果・成果

学習系・校務系のネットワーク環境の整備により、端末やネットワーク回線に依存することない次期環境整備に
向けた取組みを進めることで、教員の事務処理が効率化される。

4-2５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

4-3５基本的な考え方に基づく取組み

項目番号 4-3 就学事務の電子化 所管部 学校教育部、教育総合センター

目標
就学事務において、学校に対して紙で提供している児童・生徒情報をデータ提供とすることで学校の事務を
効率化し、教職員の事務軽減を図る。

取組み
内容

現在は、児童・生徒の異動情報などを学校に紙で情報提供しているが、データによる提供ができるよう、ＲＰＡ等
を活用した電子化を検討する。また、指定校変更の審査の一部にAIを活用し、審査を迅速に進めることで、学校
への情報提供を早めることができるよう検討を進める。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

RPA等による電子化 調整 具体策の検討 実施 実施 実施

目指すべき
効果・成果

学校での児童・生徒名簿の管理等、就学事務にかかる教職員の事務負担を軽減し、児童・生徒と向き合う時間の
拡充に繋げる。
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基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

項目番号 4-4
連合行事、移動教室その他の校外学習
の見直し

所管部 学校教育部、教育総合センター

目標
連合行事、移動教室その他の校外学習について、行事等の意義や目的を考慮した上で、教員の負担軽減
の観点から、実施手法の見直しや事務的負担の軽減を図る。

取組み内容

① 連合行事等の多くは教育課程の一環として実施されているものであり、実施方法の見直し等に関して
は、各連合行事等運営委員会における議論や、事務局内における考え方を整理する必要がある。
そのうえで、即座に対応できるものについては令和７年度から実施するとともに、大幅な変更・見直し
の検討を行うものについては、校長会で組織する連合行事審議委員会等に審議を依頼する。

② 令和６年度内に、連合行事等の提出物全般の見直しを行い、削減・簡素化・電子化等について検討の上、
対応可能なものについては令和７年度から変更する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

①連合行事等の実施方法の見直し等
の検討

検討
検討に基づく

実施
検討に基づく

実施
検討に基づく

実施
検討に基づく

実施

②提出物全般の見直し 検討 実施 実施 実施 実施

目指すべき
効果・成果

連合行事等に要する教員の負担を軽減する。ただし、児童・生徒の学びの質の維持に配慮する必要がある。

4-4５基本的な考え方に基づく取組み
56 



56

基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

項目番号 4-5
学校へ送付される周知文書等についての
見直し

所管部
学校教育部、教育政策・生涯学習部、教育総合セン
ター

目標
学校へ児童・生徒や保護者への周知を目的として送付されてくる配布依頼物（紙の周知文書・チラシ等）につ
いて、区ホームページへの掲載等により文書量を半減させ、学校における仕分け・配布作業の負担を軽減する。

取組み内容
区で作成する学校あて配布依頼物のうち、イベントのチラシや周知啓発文書等については検討の上で電子化
することを原則とし、区ホームページ内に電子化した文書をアップロードし、あわせて情報配信サービスで保護
者あてに定期的に周知する仕組みを構築する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

①周知文書等の電子化の検討
検討・文書量

調査
電子化の推進 電子化の推進 電子化の推進 電子化の推進

②区ホームページ改修 検討 改修・運用 運用 運用 運用

目指すべき
効果・成果

現在の紙の配布依頼物の量を令和９年度末までに５０％以上削減する（令和６年度調査時点との比較）ことに
より、学校における配布に伴う事務負担を軽減する。あわせて、ホームページや周知の仕方を工夫することによ
り、情報を必要とする保護者や児童・生徒が簡単に情報にアクセスできるようにする。

4-5５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

項目番号 4-8 幼稚園の副園長等の事務負担軽減 所管部 教育総合センター

目標
幼稚園・認定こども園事務補助（会計年度任用職員）の職務内容を明確化・標準化することにより、幼稚園教育
職員が担っていた事務作業を依頼しやすくし、事務負担軽減につなげる。

取組み
内容

① 各幼稚園に配属されている幼稚園・認定こども園事務補助員の事務作業を洗い出し、標準化する。
② 事務作業マニュアルを作成・周知する。
③ 会計年度任用職員の定員数管理・調整

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

①事務工程・内容の全体像の洗い出し・
検討

検討 実施 - - -

②事務マニュアルの作成・周知 検討 実施 - - -

③会計年度任用職員の定員数管理・
調整

検討 実施 - - -

目指すべき
効果・成果

各幼稚園において事務作業が標準化されることで、園長・副園長の指示が簡易になる。
職員が対応していた事務を幼稚園・認定こども園事務補助員に移管することで、事務の負担軽減につながる。

4-8５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

4-9

項目番号 4-9 副校長の事務負担軽減 所管部 学校教育部

目標
昇任２年目までの副校長在籍校に「副校長補佐」を配置し、服務管理や調査対応等の副校長の業務の一部
を支援することにより、副校長が本来業務に集中できるようにする。

取組み内容
副校長職昇任２年目までの副校長が在籍する小・中学校に「副校長補佐」を配置し、国や都からの調査への
回答作成や広報業務、教職員の勤怠管理等の事務を補助する。事務処理能力・調整能力が必要とされる職で
あるため、庁内連携を密に図り、人材確保に努める。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

副校長補佐の拡充
配置
（４名）

拡充
（１５名程度）

継続配置 継続配置 継続配置

目指すべき
効果・成果

•副校長の授業観察等の時間が確保されることにより、教員への助言・指導や児童・生徒への支援が充実する。
•副校長の事務負担が軽減し、時間外在校等時間が減少する。

５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

4-10

項目番号 4-10 指導補助員等配置の拡充 所管部 学校教育部

目標
指導補助員の配置について、水泳指導補助員および理科支援員を小学校に加えて中学校にも配置する
ことで、教員の負担軽減を図る。

取組み内容

小学校だけではなく中学校にも、所要の水泳指導補助員および理科支援員を配置する。
• 水泳指導補助員は、水泳指導の補助、準備、後片付け、プールの安全管理等の業務を担う。中学校での
水泳指導に際しても、生徒の発達段階や泳力、人数等に応じた監視体制を強化し、緊急対応も含め、
あらかじめ定めた役割分担により、計画的かつ安全に指導を行うことができる人員体制を整える。

• 理科支援員は、理科担当教員の指導計画に基づき、観察・実験等の実施の支援、準備・後片付け及び
教材開発の支援等の業務を担う。中学校の理科における野外観察、取扱いに注意が必要な機器や
薬品を用いた実験に際しても、専門の知識を持った支援員を配置することで、より効果的かつ安全性の
高い実験・観察ができる人員体制を整える。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

水泳指導補助員および理科支援員の
配置

小学校に配置
小・中学校に

配置
小・中学校に

配置
小・中学校に

配置
小・中学校に

配置

目指すべき
効果・成果

授業前の準備や後片付けなどを指導補助員が担うことにより、教員の負担軽減につながる。また、専門の
知識を持った指導補助員が授業に入ることで、より安全対策を強化することができる。

５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方④

教員の事務負担軽減

4-11

項目番号 4-11 教員のICT活用支援 所管部 教育総合センター

目標
区立小・中学校におけるＩＣＴを活用した授業や児童・生徒の学習の方法の提案及び教員の授業づくりの支援、
教員のＩＣＴスキルを向上させるための研修や研究の実施の支援等により、ＩＣＴを活用した教育の推進を図ると
ともに、授業準備及びメンテナンスを通じた教員の負担軽減を図る。

取組み
内容

各校におけるＩＣＴ活用支援員の配置を拡充し、ＩＣＴを活用した教育の推進及び、授業準備及びメンテナンスを
通じた教員の負担軽減を図る。
ＩＣＴ活用支援員に関する満足度調査を成果指標とし、調査結果をもって、次年度の配置日数を検討する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

ICT活用支援員の配置
（区立小・中学校、全校）

配置 拡充
検討に

基づいた配置
検討に

基づいた配置
検討に

基づいた配置

目指すべき
効果・成果

・ICTを活用した授業・学習・校務における教員の負荷軽減
・教員のICTスキル向上

５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方⑤

学校経営における管理手法の見直し

5-1

項目番号 5-1 放課後等の学校図書館の開放 所管部 学校教育部、教育政策・生涯学習部

目標
区立中学校の学校図書館について、学校施設開放の対象とし、安全面や管理面の条件が整った学校から、
自校の生徒を対象として開放していく。

取組み内容

• 学校授業日の放課後に、区立中学校の学校図書館を開放し、自校生徒の学習場所や居場所として活用する。
• 各地域の状況に応じ、各地域から１校ずつモデル校を選定し、令和８年度より実施していく。
• 対象校において、学校図書館の開館時間を１９時まで延長し、教員の勤務時間以外の時間帯を外部事業者に
委託し、図書館の管理を行う。

• 令和９年度以降については、令和８年度までの様子及び地域ごとの状況と、特に学校のセキュリティの関係
から総合的に判断し、学校数を決め、実施していく。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

中学校学校図書館の開放 検討 検討
モデル実施
・検証

検証に基づく
実施

検証に基づく
実施

目指すべき
効果・成果

中学校の学校図書館の開放について、教職員に新たな負担が生じないよう、利用生徒の安全管理等の対応を
外部委託化することで、利用生徒が安心・安全に学習できる場所や居場所を提供するとともに、学校施設
（特別教室）の有効活用に繋げる。

５基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方⑤

学校経営における管理手法の見直し

5-2５基本的な考え方に基づく取組み

項目番号 5-2 小学校の朝開門 所管部 学校教育部

目標
登校時間よりも前に学校を開門し、学校敷地内で全学年の児童の受入れを行うことにより、保護者の出勤時間
等に対応する。
順次実施校の拡充を図り、最終的に６１校での実施を目標とする。

取組み内容

• これまで各校が実施してきた、校舎が開くまでの時間帯に児童が敷地内で待機する等のスキームを受け継ぐ
ことを基本とした上で、教員に代わって児童を見守るスタッフを配置する。

• ７：４５を開門時間とし、校庭の一部や昇降口等において、各校のルールに準じて、児童の見守りを行う。
• 雨天時は、各校と雨の影響を受けない場所を調整し、実施する。
• 学校休業日については、新BOP学童クラブ登録児童を対象に実施する。
• モデル校で実施し、検証を行い、順次実施校の拡充を図る。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

小学校の朝開門 検討
モデル校２校での
実施、検証

検証に基づき拡充 拡充 実施

目指すべき
効果・成果

登校時間よりも前に登校してきた児童の安全を確保し、また、児童の見守りを輪番制等で教員が行っている現
状を改善することにより、教員の出勤時刻の改善等が図られる。
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基本的な考え方⑤

学校経営における管理手法の見直し

5-3

項目番号 5-3 子ども見守りアプリの環境整備 所管部 学校教育部、教育政策・生涯学習課

目標

朝の小学校の開門時間の繰り上げの実施も視野に入れ、登下校の安全確保を図るため、まずは保護者が児童の
登下校時刻を把握できるよう、各学校に子ども見守りアプリ等のＩＣ読み取り機器を教育委員会として整備し、
利用を希望する保護者については、利用料は保護者の自己負担を原則として、サービスが利用できるようにして
いく。

取組み内容
全小学校で、子ども見守りアプリに加入したい保護者が、PTAの導入如何に影響を受けず、加入できるよう、
区が適正な事業者を選定し、未設置の小学校にIC読み取り機器の設置を事業者の負担により行う。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

IC読み取り機器の設置 検討 検討 試行実施・検討 検討 実施

目指すべき
効果・成果

希望する保護者が子ども見守りアプリに加入し、サービスを利用できるようにすることで、安心して児童の登下
校の状況を把握することができるようになる。

５基本的な考え方に基づく取組み
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項目番号 6-2 まちの学びの拠点に向けた取組み 所管部 教育総合センター

目標

子ども一人ひとりのための多様な学びを推進するとともに、学びを支える各主体との連携を更に強め、子ども
の可能性を伸ばす学校外の教育環境の整備が課題となっている。
「子どもが生き抜く勇気と自信をつけられるまち」となるよう、まち全体を学びの場ととらえ、各小中学校や
学び舎と地域リソースとの連携を推進し、子どもたちの多様な学びを支援する、様々な主体による環境づくりを
進める。

取組み
内容

世田谷区の「まち」全体を学びの場として捉え、「地域リソース」と学校をつなぐため、地域リソースを把握し、
子どもたちの多様な学びを支援する取組みを推進する。
教育総合センターを拠点とした連携のあり方を踏まえ、高校・大学・企業等の地域リソースを活用し、学校の
実情に応じたマッチングを関連部署と連携して支援する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

まちの学びの拠点に向けた取組み

地域リソース
調査、連携構築
の取組み検討・

実施

地域リソース
調査、連携構築
の取組み検討・

実施

地域リソースの
開拓・更新
連携構築の取
組み検討・実施

地域リソースの
開拓・更新
連携構築の取
組み検討・実施

地域リソースの
開拓・更新
連携構築の取
組み検討・実施

目指すべき
効果・成果

①区立小・中学校と高校・大学・企業等と連携した事業の実施
②教育総合センターを拠点とした連携事業の推進の強化

基本的な考え方⑥

学校と地域との強固な協力体制の構築

6-2５基本的な考え方に基づく取組み
65 



65

基本的な考え方⑦

学校と教育委員会等との連携の強化

項目番号 7-1 教職員のメンタルヘルス対策の充実 所管部 学校教育部、教育総合センター

目標 教職員が心身ともに健康で教育に携わることができるように、学校におけるメンタルヘルス対策の充実を図る。

取組み
内容

① メンタルヘルス対策に係る情報の定期的な発信を行うと共に、相談先の案内や対応できる相談内容等に
ついて適宜情報提供を行い、休職等に追い込まれる前に、適切な相談機関に気軽に相談をしてもらえるよう
促す。

② 新任教員に対するメンタルヘルスセミナー（ストレスとの付き合い方、日々の生活の中でできる簡単な対処法
等の講義、グループワーク）等を実施する。新規の管理職等に対し、組織内のメンタルヘルス対策に関する
講義形式での研修を実施する。

③ メンタルヘルスに関する相談について、問題を抱えている教職員だけでなく、組織側として対応に当たる
管理職に対しても対象を広げ、相談体制を強化していく。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

①メンタルヘルス対策に係る情報
発信、啓発

実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

②雇入時職員のメンタルヘルス
セミナー、管理職研修等の実施

実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

③メンタルヘルスに係る相談の充実 実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証 実施・検証

目指すべき
効果・成果

新任時より、メンタルヘルスに係る情報提供、やセミナー、研修等の実施、相談の充実を図ることで、教職員の
心身共に健康な状態を保つ。

7-1５ 基本的な考え方に基づく取組み
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基本的な考え方⑦

学校と教育委員会等との連携の強化

項目番号 7-2 学校保健業務サポートの拡充 所管部 教育政策・生涯学習部

目標
学校保健業務サポートの人数を増やし、学校保健にかかる各種健康診断結果の入力、健康診断の準備等の
事務を担ってもらうことで、養護教諭が子どもと関わる時間を拡充し事務負担軽減を図る。

取組み内容
小学校・中学校の全養護教諭に対し、現行の保健業務サポートの勤務実態や１年の中で繁忙期における養護
教諭の負担感や残業時間、児童・生徒への対応時間の増減や勤務内容等を聞き取り調査し、養護教諭とともに
より効果的な学校保健サポートの配置人数や運用方法等の改善案の検討を行う。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

学校保健業務サポートの拡充 調査 実施 検証
検証に基づく
取組み

検証に基づく
取組み

目指すべき
効果・成果

学校保健業務サポートの人数を増やし、学校保健にかかる事務を担ってもらうことで、養護教諭が子どもと
関わる時間を拡充し、事務負担軽減を図る。

7-2５基本的な考え方に基づく取組み
67 



67

基本的な考え方⑦

学校と教育委員会等との連携の強化

項目番号 7-3 適正な事務執行の支援 所管部 学校教育部、教育政策・生涯学習部、教育総合センター

目標
学校事務や就学手続き等に関して不適正な処理・手続きによる事後対応が発生しないよう、日頃からの事務
執行を支援・適正化することにより、教職員の対応時間を削減する。

取組み内容

学校における予算執行計画・契約・支出等の事務処理について、学校における適正管理を改めて徹底するとと
もに、教育委員会においても適宜状況を把握し、学校での不適切な処理が生じないよう、現在の仕組みの
再点検・改善を実施し、学校経理事務の事故を未然に防止する。特に、会計年度任用職員等の学校に関わるス
タッフの増により複雑化・煩雑化している勤怠管理や報酬・謝礼の支払い等の事務に関して、項目番号2-3「会計
年度任用職員・有償ボランティアの運用等に関する見直し」と連動して取組み、簡素化・効率化を図ることにより、
事務ミスを防ぐ。
また、不適正な手続きによる就学が発覚した場合には、解決に向けて教育委員会が学校とともに対応策を
検討・実施する。

取組みの年次別計画 R6 R7 R8 R9 R10

防止策（現在の仕組みの再点検・改善）・
対応策の実施・充実

検討・実施 実施 実施 実施 実施

(項目番号2-3の再掲)

任用等に関する書類の様式・事務手続
きの見直し

検討 検討・実施 検証
検証に基づく
取組み

検証に基づく
取組み

目指すべき
効果・成果

本取組みにより教職員の対応にあたる時間が削減されることで、子どもと向き合う時間や授業準備のための
時間を確保することができる。

7-3５ 基本的な考え方に基づく取組み
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６プランの目標
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（１）目指す姿

 7つの基本的な考え方を基に、緊急対策プランを始めとした様々な取組みを着実に
実施することで、「業務負荷の増加サイクル」を打開し、下図に示すような
「業務負荷軽減のサイクル」の実現を目指す。

• 学校が自主的・自律的に改善で
きるような環境整備を行う

• 教員1人当たりの授業時間数を
減らす

• 若手教員の育成支援、多様な
学びへの支援

• 部活動に係る教員の負担を減
らす

• 教員の事務負担を軽減する
/教員ではない人が事務を担う

• 地域・保護者との連携を強め、
協働関係を築く

• 新たな学校への需要（学校開放
等）が学校への負担にならない
よう運用する

• 学校で行っている事務等を一
括で行うなどの効率化を図る

• ネットワーク整備等、教育ＤＸ
の推進により、更なる事務の効
率化を図る

６ プランの目標

余白創出

教員のWell-
being・

メンタルヘルス
の改善

教員採用候補者選考
受験者数の増加

採用倍率増加

教員の離職減少

教員採用を取り巻く状況

『幸せな未来をデザインし、
創造するせたがやの教育』※の実現

改善 教員の変化

業務改善に係る
創造的な挑戦の推進

更なる
業務負荷
の軽減へ

子どもたちの変化

更なる
業務負荷
の軽減へ

「働き甲斐」があり
「変えていける」
職場風土の醸成

時間外在校等時間
削減

教員間の対話促進・
協力体制強化

業務負荷の軽減

※「教育振興基本計画」の教育目標より

授業改善に係る
創造的な挑戦の推進

学校の変化

業務負荷軽減のサイクル
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６ プランの目標
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（１）目指す姿

 取組みを着実に実行することで、各時間
帯の働き方改革を推進し、右図のように、
現状の「時間外在校等時間」を減少させ
るとともに、授業準備や子どもと向き合
うための時間をしっかりと確保していく。

 更に、教員における自主的な教材研究や、
授業準備の時間を確保し、授業の質を向
上していく。

時
間
外
在
校
等
時
間

時
間
外
在
校
等
時
間

?:00

 　　成果

16:45

小 中

小 中

8:15

?:00  　　成果

(休憩時間)

１５：４５
～１６：３0

会
議
等

部
活
動

会
議
等

本来の
勤務時間

授
業
等

授業準備・
子どもと向き

合う時間
授業準備・

子どもと向き
合う時間

授
業
等

現状

事
務
等

事
務
等

小
　
会
議
等

中
　
部
活
動
・
会
議
等

当面の目標

準備等
準備等

準備等

事
務
等

授
業
等

授業準備・
子どもと向き

合う時間

会
議
等

会
議
等
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（２）目標数値の設定と経年比較の実施

 計画期間において達成を目指す目標数値を「時間外在校等時間」とする。
一月あたりの「時間外在校等時間」の上限時間数の基準を45時間に設定し、これを下回
る教員の割合を「目標達成率（KPI）」として計画期間内の年度ごとに以下の表のとおり
定め、経年比較を実施する。

（３）教員アンケートの再実施・取組みの評価

 令和５年度に行った教員アンケートについては、計画期間の中間時点である令和８年度、
及び最終年度（検証期間）である令和１０年度に再度実施することとし、各調査項目
（「日頃感じる「多忙感」や「負担感」について」など）について、どの程度改善が図
られたのかを確認・分析した上で、更なる改善の取組みに繋げていく。

（４）取組みの見える化

 上記（２）（３）の取組みについては、誰もが教育現場が変わっていくことを把握でき
るよう、その結果を区ホームページにて公表して「見える化」を図る。

６ プランの目標

71

年度 現状 令和７年度 令和８年度 令和9年度 令和10年度

目標
達成率
（KPI）

令和５年度時点
45時間以下が
小学校 59.20%
中学校 52.50%

45時間以下が
70%

45時間以下が
85%

45時間以下が
100%

計画

働き方改革推進プラン

検証期間集中取組期間緊急対策プラン

アンケート アンケート
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（参考）国としての方針

72

「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な
方策について（答申）（中教審第251号）」

 令和6年8月27日の中央審議会答申において、時間外在校等時間に関して以下の方針が
打ち出されている。

出所）令和6年8月27日中央教育審議会
「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について（答申）（中教審第251号）」
https://www.mext.go.jp/content/20240827-mxt_zaimu-000037727_01.pdf

なお、在校等時間の目標の目安としては、まずは時間外在校等時間が
月 80 時間超の教師をゼロにするということを最優先で目指すべきで
ある。その上で、上限指針では原則として時間外在校等時間の上限が
月 45 時間以内となっていることを踏まえ、全ての教師が月 45 時間
以内となることを目標として、本答申に記載の取組等を一体的に進め
る必要がある。将来的には、教師の平均の時間外在校等時間を月 20 
時間程度に縮減することを目指し、それ以降も不断の見直しを継続す
べきである。
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（参考）東京都としての方針

73

東京都「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」

 東京都では、学校における働き方改革のR8年度に向けたKPIを以下の通り定め
ている。

出所）東京都「学校における働き方改革の推進に向けた実行プログラム」
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/staff/staff_workstyle_reform_school/files/about/240307_ji-pro_zentai.pdf
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７プランの推進体制
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 働き方改革の推進により、教育の質を高め、持続可能な学校運営につなげるため、
「個人でもできること」「学校として取り組むこと」「教育委員会として取り組むこ
と」をそれぞれ実施していく「自助・共助・公助」に基づき、取り組んでいく。

 自助・共助においては、各学校の経営を尊重し、取組みを進め、公助においてはその
取組みの個票を作成して計画的に進め、これらの取組みを合わせ、教育の質を高める
働き方改革を進めていく。

学校として取り組むこと

教育の質の向上 持続可能な学校運営

自助の推進 公助の推進

働き方改革を進める目的・効果

共助の推進

個人でもできること 教育委員会として取り組むこと

（１）推進の考え方

７ プランの推進体制
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７ プランの推進体制
 策定後も本プランの取組みを着実に推進するため、引き続き働き方改革推進の

プロジェクトチームを設置し、教育委員会全体で取り組んでいく。

 各取組みについては、今回作成する取組み個票に記載の年次計画に基づいて着実に
進捗しているか、上記プロジェクトチームを中心に確認を行い、必要に応じて調
整・改善を行っていく。

 また、教育目標等の実現に向けた諸課題の検討に向けて設置する世田谷区教育課程
検討委員会とも連携し、学校運営体制の強化や教育課程編成に関する見直しなど、
働き方改革と共通する取組みについて、合わせて推進していく。

 各校における取組みについて、働き方改革に関する研修や報告会を通じてその取組
み状況の把握および改善を行うとともに、学校同士の情報交換ができるよう工夫し
ていく。

■教育課程検討委員会

事務局：教育指導課

構成員：教育委員会事務局各部、

校（園）長会代表

→教育課程編成に関連する働き方改革の

取組みの状況確認・調整・改善

■働き方改革に関する研修・報告会

構成員：各小・中学校

教育委員会事務局関係課

→各校における取組みの共有・改善 ■働き方改革推進プロジェクトチーム

事務局：学校職員課

構成員：教育委員会事務局各部、

校（園）長会代表

→本プラン記載の取組みの推進状況の

確認・調整・改善
76
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